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福島県地域医療構想の概要 

第１編 県全体 

第１章 地域医療構想の基本的事項 

【構想策定の趣旨】 

○ 「団塊の世代」が全て 75 歳以上の後期高齢者となり、医療・介護の需要が増

大すると予想されている 2025 年（平成 37 年）を見据え、それぞれの地域に

おける医療・介護の現状や課題が異なることを踏まえて、それぞれの地域が目指

すべき医療の姿を示し、医療を提供する側と医療を受ける側が一体となってその

実現へ向けての取組みを推進するため、福島県地域医療構想を策定します。 

【構想の位置づけ】 

○ 第六次福島県医療計画（平成 25 年度～平成 29 年度）の一部（別冊）として

定めます。 

○ 第七次医療計画（平成 30 年度～平成 35 年度）においては、地域医療構想を

含めた一体の計画として策定します。 

第２章 将来の医療需要推計 

【構想区域の設定】 

○ 「県北」、「県中」、「県南」、「会津・南会津」、「相双」、「いわき」の６構想区域

とします。 

＜福島県の構想区域＞ 

 

【医療需要の推計】 

○ 2025 年の医療需要の算出にあたっては、レセプト情報・特定健診等情報デー

タベース等のデータを基に計算を行います。 
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○ 医療需要の推計にあたっては、「医療機関所在地」の医療需要を基本とします。 

○ 相双区域については今後の復興の進展を踏まえ、県内他区域へ流出している医

療需要を含めた医療需要を併記することとします。 

＜２０２５年の医療需要推計＞ 

 

第３章 将来の必要病床数 

○ 必要病床数は、推計した 2025 年の医療需要を病床機能ごとに全国一律の病

床稼働率（高度急性期 75％、急性期 78％、回復期 90％、慢性期 92％）で

割り戻して算出します。 

○ 必要病床数はあくまでも将来の医療提供体制を検討する上での参考材料の一

つであり、病床削減の目標となる数値ではありません。 

＜２０２５年の必要病床数＞ 

 

（人/日）

うち

訪問診療分

303 1,140 1,500 416 3,359 5,891 3,309 9,250

352 1,279 1,264 1,040 3,935 6,438 3,498 10,373

75 302 222 143 742 1,423 611 2,165

192 662 761 467 2,082 3,393 1,097 5,475

34 182 219 188 623 1,366 249 1,989

198 631 675 803 2,307 4,665 2,218 6,972

1,154 4,196 4,641 3,057 13,048 23,176 10,982 36,224

＜避難地域の復興により流出が収束した場合＞ （人/日）

うち

訪問診療分

66 318 363 230 977 1,991 791 2,968
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（床）

404 1,462 1,667 452 3,985

469 1,640 1,404 1,130 4,643

100 387 247 155 889

256 849 846 508 2,459

45 233 243 204 725

264 809 750 873 2,696

1,538 5,380 5,157 3,322 15,397

＜避難地域の復興により流出が収束した場合＞
（床）

88 408 403 250 1,149
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第４章 将来の医療提供体制の実現に向けて 

【１ 総論】 

○ 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、医療・介護・予防・住まい・生活支援の 5 つのサービスが一体的に提供され

る「地域包括ケアシステム」の構築を、県や市町村、関係団体が連携して推進す

ることが必要です。 

○ 「地域医療構想」の目的は、地域の限られた医療・介護資源を有効に活用して

効率的かつ質の高い医療提供体制を整備することであり、「地域包括ケアシステ

ム」構築に向けた取組と一体的に推進することが必要です。 

 

 

 

【２ 医療機能の分化と連携】 

○ 不足する医療機能を確保するため、医療機関における病床機能の転換等に必要

な施設・設備の整備を推進します。 

○ 医療・介護サービスの向上のため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して病院、

診療所、歯科診療所、薬局、介護施設等の連携を推進します。 

○ 地域の医療提供体制を確保するため、医療機関相互の役割分担・連携を推進し

ます。 

○ 円滑かつ適切な救急搬送受入体制を確保し、救急医療の質の向上を図ります。 

○ 周産期医療体制及び小児医療体制の整備充実を図り、市町村が実施する母子保

健と連携しながら、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進

します。 

○ 医療機能を確保するために必要となる医療従事者の確保・養成を図ります。 

○ 医療の受け手である県民に対し、医療機関の役割分担の現状や適切な受療行動

の必要性について情報提供・普及啓発に努めます。 
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【３ 在宅医療の推進】 

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療の課題について、医療関係団

体・介護関係団体・市町村等の在宅医療関係者により協議し解決を図ります。 

○ 効率的・効果的な在宅医療が行えるように、医科・歯科訪問診療、訪問看護に

必要な医療機器等の整備を推進します。 

○ 地域において包括的かつ継続的な在宅医療が提供できるように、多職種連携に

よる在宅医療推進の拠点の整備を推進します。 

○ 病院、医科・歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局、介護施設等の間の連

携を促進し、２４時間３６５日対応の在宅医療体制の構築を推進します。 

○ 在宅での療養生活を支える医療・介護従事者の確保・養成を図ります。 

○ 在宅における口腔ケアの提供体制の構築を推進します。 

○ 服薬情報を一元的に管理し、かかりつけ医等と連携するかかりつけ薬剤師・薬

局の普及・啓発を図ります。 

○ 高齢者や障がい者が、住み慣れた地域において適切なリハビリテーションが受

けられるよう、地域リハビリテーション支援体制の整備を推進します。 

○介護施設の整備や、介護施設の居住環境の向上を支援します。 

○ 医療の受け手となる県民に対し、在宅医療や看取りに関する情報提供・普及啓

発に努めます。 

○ 地域包括ケアシステム構築に向けた中核機関として地域包括支援センターの

機能強化を図ります。 

 

【４ 医療従事者の確保・養成】 

○ 地域医療を確保するために必要となる医療従事者の確保・養成を図ります。 

○ 医療従事者の離職を防止し、復職を支援します。 

○ 医療従事者の勤務環境の改善を図ります。 

 

【５ 県民への情報提供・普及啓発と健康づくり】 

○ 医療の受け手である県民に対し、医療機関の役割分担の現状や適切な受療行動

の必要性について情報提供・普及啓発に努めます。 

○ 医療の受け手となる県民に対し、在宅医療や看取りに関する情報提供・普及啓

発に努めます。 

○ 生活習慣の改善においては、県民自らが生活習慣を見直し、生活習慣病の予防

と健康の維持を図り、健康に対する自己管理意識の定着化に資するよう、健康増

進法に基づく健康増進計画である「第二次健康ふくしま 21 計画」（計画期間：

平成 25 年度～平成 34 年度）に基づき、関係団体や市町村と連携し、県民の生

活習慣の改善を図る周知啓発や健康増進事業を行うとともに、特定健診・特定保
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健指導の実施率の向上に努めます。 

○ 全国に誇れる健康長寿県を目指し、「食」「運動」「社会参加」を 3 本柱とした

健康づくりを推進します。 

○ 介護予防に資する住民運営の通いの場を充実させ、継続的に拡大していくよう

な地域づくりを推進します。 

 

【６ その他（多様な医療ニーズへの対応）】 

○ 身体合併症を有する精神科患者の受入について、それぞれの地域の実情に応じ

た精神科病院と一般病院の連携体制を構築します。 

○ 精神障がい者が安心して地域生活を送ることができるよう、精神科医、精神保

健福祉士等多職種による訪問支援（アウトリーチ）を推進します。 

○ 県民の精神疾患に関する知識・理解の向上を図ります。 

○ 医療従事者が認知症の知識を習得し、認知症の患者やその家族へ容体に応じた

適切な対応ができる体制を整備します。 

○ 認知症患者を早期に発見し、患者とその家族を地域で支える体制整備を推進し

ます。 

○ 発達障がいや、比較的若年層の段階で発症する統合失調症などを早期に発見し、

早期から支援を行う体制整備を推進します。 

第５章 地域医療構想策定後の取組 

【１ 地域医療構想の推進体制】 

○ 構想区域ごとに、医療関係者、医療保険者その他の関係者により構成される「地

域医療構想調整会議」において、地域の医療機関の役割分担に関することや、病

床機能報告制度による情報等を共有し、医療介護総合確保基金事業等の活用や、

地域医療構想の実現を進めて行きます。 

【２ 構想の見直し・進行管理】 

○ 最新の基礎データの入手や、東日本大震災・原子力災害からの復興等の状況の

変化に合わせて、本計画の評価を適時に行うとともに、必要に応じて構想の見直

しを行います。 

○ 現在国において検討がなされている慢性期の医療提供体制に関する制度改正

については、今後の動向に注視し対応していく必要があります。 

○ また、医療従事者の確保についても、本県の実情に応じた必要な対策を平成

29年度に策定する第七次医療計画において具体的に盛り込むとともに、平成 30

年度以降に開始される新たな専門医制度の実施状況を踏まえた医師確保対策を

進めていく必要があります。  
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第２編 各構想区域 

１ 県北区域 

【医療提供体制の課題】 

○ 療養病床が少なく、慢性期の患者に対する医療提供体制の在り方について検討

していく必要があります。 

○ 急性心筋梗塞や脳梗塞の死亡比が高く、生活習慣病の患者も多いことから、予

防と医療提供体制の両方で取り組みが必要です。 

【施策の方向性】 

○ 一般病床から療養病床への転換等、不足する医療機能を確保するために必要な

施設・設備の整備を支援し、病床の機能分化・連携を推進します。 

○ 地域医療構想調整会議を活用し、疾病ごとの視点も踏まえて各医療機関の役割

分担・連携を推進します。 

 

２ 県中区域 

【医療提供体制の課題】 

○ 急性期病床は充足されているものの、病状が落ち着いてきた際の受入病床とな

る回復期及び慢性期病床が不足しています。 

○ 田村地域（田村市及び田村郡）、石川郡は、病院や病床が少なく、郡山市への

医療依存度が高いという地域偏在があります。 

【施策の方向性】 

○ 今後増加が見込まれる高齢者の医療需要に対応すべく、不足している回復期及

び慢性期病床を確保するため、急性期病床の機能転換を支援します。 

○ 田村地域、石川郡については、既存の医療機関の機能強化を支援します。 

 

３ 県南区域 

【医療提供体制の課題】 

○ 医師をはじめとした医療従事者が不足しており、医療提供体制が十分に確保さ

れておらず、他の区域に患者が流出しています。 

○ 脳血管疾患・心疾患の死亡率が高く、予防と医療提供体制の両方で取り組みが

必要です。 

【施策の方向性】 

○ 地域内の二次救急医療機関と他地域の三次救急医療機関の効率的な連携体制
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の構築を推進します。また、急性期の治療が終了した場合に地域内の病院に戻っ

て治療できる体制づくりを推進します。 

○ 市町村や各保険者の健診データ等を活用し、糖尿病、脳疾患、心疾患等につい

て、発生予防、重症化予防に向けての対策を重点的に推進します。 

 

４ 会津・南会津区域 

【医療提供体制の課題】 

○ 会津地域（耶麻郡、河沼郡、大沼郡の一部）及び南会津地域では、医師の高齢

化や医療資源の偏在による医療過疎が進行しています。 

○ 高度急性期医療については、医療資源の状況から会津地域の一部及び南会津地

域は会津若松市内の医療機関を受診せざるを得ませんが、交通インフラの整備も

含めた救急搬送の時間短縮など連携体制を維持強化していく必要があります。 

【施策の方向性】 

○ 南会津地域の唯一の病院の医療機能については、将来の医療需要や地域の実態

を踏まえ、必要な医療機能を確保します。 

○ 高度急性期の患者は、会津若松市内の医療機関に搬送する必要があることから、

会津地域の一部及び南会津地域からの搬送時間短縮に向けて、交通インフラの整

備を促進するとともに、ドクターカー・ドクターヘリ・消防防災ヘリの的確な活

用も含めた体制の維持・強化に努めていきます。 

５ 相双区域 

【医療提供体制の課題】 

○ 東日本大震災及び原子力災害の影響に伴い、従前からの医療従事者の不足に拍

車がかかっており、医療提供体制の確保・維持が困難になっています。 

○ 双葉地域の医療機関の 8 割が休止しており、医療提供体制の再構築が課題です。 

【施策の方向性】 

○ 病院の診療体制の充実と在宅医療等の地域密着型医療の提供を推進するため

に必要となる医療従事者の確保に努めます。 

○ 双葉郡の帰還住民や復興関連事業従事者、原発作業員等の救急医療体制を確保

するため必要な二次医療機関を設置します。 

 

６ いわき区域 

【医療提供体制の課題】 

○ 療養病床が他地域に比べて多く、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケ
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ア病棟などへの転換に必要となる施設設備の整備や、医師や看護師、歯科衛生士、

理学療法士、作業療法士などの不足している医療従事者の確保が課題です。 

○ 救急搬送において「受入照会 4 回以上の割合」が県平均を大きく上回ってお

り、いわき区域の広大な面積と救急医療機関の偏在、勤務医師数の少なさなどが

複合的に影響していると考えられ、救急医療体制の改善が課題です。 

【施策の方向性】 

○ 回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟など回復期を担う病床へ

の転換に必要な施設・設備の整備を支援し、病床の機能分化・連携を推進します。 

○ 救急救命センターがその役割を果たせるよう、初期救急・二次救急医療の患者

受入体制の整備や、ＩＣＴの活用などによる救急搬送体制の改善を推進し、受入

照会回数の減少や搬送時間の短縮などの救急医療の質の向上を図ります。 

 


